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開会 午前 ９時３０分 

    ◎開会の宣言 

○議長（橋本憲治君） 皆さん、おはようございます。 

 それでは、定刻になりました。 

 ただいまから、平成２６年第４回訓子府町議会臨時会を開会いたします。 

 

    ◎議会運営委員長の報告 

○議長（橋本憲治君） 工藤議会運営委員長から、本日の議会運営について、報告をいた

だきます。 

○議会運営委員長（工藤弘喜君） それでは、ただいま議長からのご指示がありましたの

で、議会運営委員会から、ご報告を申し上げます。 

 １１月２６日、午前９時から議会運営委員会を開催いたしまして、平成２６年第４回臨

時町議会の運営について、協議をいたしました。 

 本臨時会に町長から提出されている議案は６件でありまして、さらに議員提案による議

案が１件あります。 

 なお、本臨時会については、町長からの行政報告はありませんので、平成２６年第４回

臨時町議会招集の挨拶を受けることとなっておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 続きまして、会期につきましては、本日１日間といたします。 

 また、議事日程につきましては、お手元に配布の資料のとおりでありますので、ご覧に

なっていただきたいと思います。 

 以上のとおり議会運営委員会で決定をいたしましたので、議員並びに説明員の皆様のご

理解とご協力をお願い申し上げ、議会運営委員会からの報告とさせていただきます。 

 以上であります。 

○議長（橋本憲治君） ご苦労様でございました。 

 

    ◎開議の宣告 

○議長（橋本憲治君） 本日の出欠報告をいたします。 

 本日は全議員の出席であります。 

 なお、飯田教育委員長及び清井農業委員会会長、さらに、仁木選挙管理委員長から本日

欠席する旨の報告がありました。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付してあるとおりでございます。 

 

    ◎諸般の報告 

○議長（橋本憲治君） 日程に入るに先立ち、諸般の報告を行います。 

○議会事務局長（森谷 勇君） それでは、ご報告申し上げます。 

 本臨時会の説明員並びに閉会中の動向につきましては、印刷の上、お手元に配付のとお

りであります。 

 なお、本臨時会に町長から提出されております議件につきましては、議案が６件、さら

に、議員提案による議案が１件ございます。 
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 以上でございます。 

○議長（橋本憲治君） 以上をもって、諸般の報告を終わります。 

 

    ◎会議録署名議員の指名 

○議長（橋本憲治君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員 

は、会議規則第１２５条の規定により、議長において、９番、山本朝英君、１０番、余湖

龍三君を指名いたします。 

 

    ◎会期の決定 

○議長（橋本憲治君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本臨時会の会期を本日１日間といたしたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 異議なしと認めます。 

 よって、会期は１日間と決定いたしました。 

 

    ◎町長挨拶 

○議長（橋本憲治君） ここで、本臨時会招集にあたり、菊池町長からご挨拶がございま

すので、発言を許したいと思います。 

 町長。 

○町長（菊池一春君） おはようございます。ただいま、議長のお許しをいただきました

ので、本臨時会招集のご挨拶を申し上げます。 

 本日、第４回臨時町議会を招集申し上げましたところ、全員のご出席をいただき厚くお

礼を申し上げるものでございます。 

 本臨時町議会にあたり提案しています概要は、後ほど述べさせていただきますけれども、

ご理解を賜りますよう、よろしくお願いをいたします。 

 一つご報告をさせていただきます。 

 それは、全国町村監査委員協議会において、私どもの代監さんがこの度７年間の在職の

功労を表彰されまして、監査委員の功労表彰を受賞したところでございます。 

 代監さんにつきましては、現在、北海道監査委員協議会の副会長を歴任されて、本町の

みならず北海道内の監査委員業務に対して非常に功績を認められ表彰されたものでござい

ます。改めて、この席をお借りし、山田代監に対して心からお祝いを申し上げるものでご

ざいます。おめでとうございます。 

 それでは、最初に各会計の補正予算案についてでございます。 

 一般会計につきましては、総額で５０８万円の追加補正を提案させていただいていると

ころでございます。 

 その主な内容ですが、平成２６年８月７日に人事院勧告が出され、国家公務員にかかる

改正給与法が国会で成立しましたので、これに基づきまして、議員及び特別職の期末手当

と一般職の勤勉手当の支給率の引き上げを行うこととし、議会費、消防費、給与費の追加
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補正となっているところでございます。 

 次に、水道事業会計についてでございますが、一般会計同様、職員の勤勉手当引き上げ

に伴い、２２万３千円の追加補正を提案させていただいているところでございます。 

 次に、条例改正についてでございます。 

 先ほどもご説明いたしましたが、人事院勧告に準じて期末手当の支給率を引き上げるこ

ととし、町長、副町長及び教育委員会の教育長の給与等に関する条例の一部改正。 

 職員につきましては、人事院勧告に準じ、勤勉手当の引き上げ改定などを行うとともに、

職務給の厳格化による給与費の抑制などを行うこととし、職員の給与に関する条例等の一

部改正。それとあわせて現在取り組んでおります給与の独自削減については、１２月をも

って廃止することとし、職員の給与の特例に関する条例の廃止を提案させていただいてお

ります。 

 また、今月２１日に衆議院が解散し、同日の閣議で衆議院議員選挙が１２月２日公示、

１４日投開票と選挙日程が決定されたことに伴いまして、その準備に急を要したため、選

挙執行経費について、１１月２１日付けで専決処分をいたしましたので、その承認を求め

るものでございます。 

 以上、町から提案させていただいている６件の議件の詳細につきましては、副町長また

は担当課長から説明をさせますので、ご審議を賜りますようよろしくお願いいたしまして、

本臨時議会招集のご挨拶とさせていただきます。 

 よろしくお願いします。 

 

    ◎議案第５４号 

○議長（橋本憲治君） 次に、日程第３、議案第５４号 専決処分の承認を求めることに

ついてを議題といたします。 

 提出者からの提案理由の説明を求めます。議案書３１ページです。 

 副町長。 

○副町長（佐藤明美君） 議案書の３１ページになります。 

 議案第５４号 専決処分の承認を求めることについて。 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定によりまして、別紙の

とおり専決処分をしましたので、同条第３項の規定によりまして、報告し承認を求めると

いうものでございます。 

 この専決処分につきましては、今、町長の挨拶の中でも前段ございましたけれども、こ

の内容等につきましては、議案書３２ページ以降の専決処分書のとおりになっております

けども、平成２６年度訓子府町一般会計補正予算については、今言いました１１月２１日

に衆議院が解散しまして、同日の閣議で第４７回衆議院議員総選挙の公示が１２月２日、

来週になりますけども、それと投票日が１２月１４日ということで決定してございます。

その準備につきましては、短い期間でしたけれども、既に始まっているということがござ

いまして、１１月２１日付で専決処分をさせていただいたという内容の概要でございます。 

 それでは、３２ページの専決処分書によりまして、専決処分を行った平成２６年度訓子

府町一般会計補正予算（第６号）の内容について説明いたします。 

 まず、第１条では、歳入歳出予算の補正後の歳入歳出それぞれ４６８万１千円を追加し、
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歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ４２億７，７５８万円とするものでございます。 

 第２項は、この補正の款項の区分ごとの金額等でございますので、次のページの第１表

のとおりとなってございますけども、これはご覧をいただくことといたしまして、内容に

ついては、３４ページ以降の事項別明細書により説明をさせていただきたいと思います。 

 それでは、３４ページをお開き願いたいと思います。３４ページの歳入歳出予算補正の

事項別明細書ですけれども、まず、歳入の１３款、国庫支出金、３項、１目の総務費委託

金につきましては、衆議院議員選挙委託金としまして、全額国から交付されるというもの

で４６８万１千円を計上してございます。 

 次に、歳出になります。 

 ２款、総務費、４項、４目の衆議院議員選挙費の事業区分、衆議院議員選挙執行費でご

ざいまして、まず、報酬といたしまして、選挙管理委員４人、延べ１１回分の委員報酬で

６万円、それに投開票管理者および立会人、この方々が延べ７０人分の報酬５５万３千円、

職員手当等では、投開票にかかる投開票管理職等の特別勤務手当、延べ２４人分１４万６

千円、それと職員の時間外手当等、延べ１０６人分で１５９万９千円を計上してございま

す。旅費では、事務説明会や投票用紙の受領事務等ございますので、網走までの８千円を

計上しております。需用費では、選挙用事務用品や入場券印刷、投票所の賄いといいます

か、食糧費などで１２０万９千円の計上でございます。役務費では、郵便料や計数機の点

検、それと選挙啓発広報などで３７万５千円、委託料におきましては、ポスター掲示場、

２６カ所ございますけども、設置及びその期間中の管理業務などで６０万５千円、使用料

及び賃借料においては、電子複写機や投票所借り上げの費用としまして１０万４千円、最

後に負担金、補助及び交付金では、各投開票立会人の非常勤公務災害補償組合負担金とし

まして２万２千円の計上でございます。これら全部をあわせて４６８万１千円の計上とな

っているものでございます。 

 以上、専決処分の承認を求める内容につきまして、説明をさせていただきましたのでよ

ろしくお願い申し上げます。 

 以上です。 

○議長（橋本憲治君） 提案理由の説明が終わりました。 

 これより、質疑を行います。１人３回まで質疑を行えます。 

 ご質疑ございませんか。 

 ５番、上原豊茂君。 

○５番（上原豊茂君） ５番、上原です。基本的には、毎回同じような内容ですので、さ

して問題はないかと思いますけれども、今回緊急にこういう状況が発生したということで、

今説明がありましたように職員等の出役が相当多いということもあります。年末にかけて、

この出役作業についての一般業務への支障がどのように影響するのか、そこを伺いたいの

と、もう一点は、委託料の関係でありまして、ポスター掲示場設置管理業務の関係であり

ます。この委託状況がどのようなかたちで行われているのか。例えば、うちの町内でどの

ような方法で委託されているのか。その辺について、説明をお願いしたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 副町長。 

○副町長（佐藤明美君） まず、前段のほうの一般業務への影響という部分でございます

けども、そして、後段の看板については、総務課長のほうから説明いたしますけども、ま
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ず、一般業務への影響というのは、必ずこれ選挙というのは、衆議院は特にいつくるかわ

からないという状況がありますので、それについては、普段の業務をおいてでもやらなき

ゃならないという部分ありますけども、当然普段の業務を遅らせるわけにはいかない部分

ございますので、その部分については、ほとんど主に総務課がやっていますけども、総務

課の中でカバーしながらやっている。そして、職員全体が選挙は毎年のように大体ありま

すので慣れているという部分もございまして、投票の前日及び投票日にかけては、皆で分

担しながら協力し合ってやっているということで、そんなに支障的にはなりませんけど、

総務課には、とにかく負荷は年末ということもありまして、負荷がかかることは間違いあ

りませんけども、それについては、粗相なくというか、他の業務についても粗相なく同時

に平行で進めていくというかたちになろうかと思いますので、それほど、慣れているとい

う部分でいけば、心配しているものではございません。そんなことで影響はなきにしもあ

らずということですけれども、与えないようにやっているということで、ご理解いただき

たいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 総務課長。 

○総務課長（森谷清和君） ２点目にポスター掲示場の設置について、どのように進めて

いるかというお尋ねがございましたけども、これにつきましては、町内業者、それから町

外もうちの役場といろいろ取り引きしている業者がございまして、それらも含めて見積合

わせというかたちで進めさせていただいています。 

○議長（橋本憲治君） ほかにご質疑ございませんか。 

 ５番、上原豊茂君。 

○５番（上原豊茂君） 今、委託料の関係で町内外業者の見積合わせの中でということで

ありますけれども、例えば今回の対応の中での町外業者等も含まれているのかどうか、そ

の辺について、説明願います。 

○議長（橋本憲治君） 総務課長。 

○総務課長（森谷清和君） 町外業者１社入っております。 

○議長（橋本憲治君） ほかにご質疑ございませんか。 

 ２番、佐藤静基君。 

○２番（佐藤静基君） ２番、佐藤です。関連して今の上原議員の、委託料の関係でもう

ちょっと伺いたいんですが、ポスター掲示場施設管理業務に携わる業者の数、過去の例も

あるんでしょうけども、どれぐらいの業者が携わって、見積りでは何人ぐらいの人工で計

算されているのか、ちょっと伺いたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 総務課長。 

○総務課長（森谷清和君） 以前は１社、末広の１社ございましたけども、現在、町内２

つの業者、それと町外１社ということで見積合わせを行ったところでございます。 

 それから、人工等につきましては、業者のほうの都合というものもありますんで、その

辺につきましては、ちょっとこちらのほうで今、把握しておりません。 

○議長（橋本憲治君） ほかにご質疑ございませんか。 

 ８番、河端芳惠君。 

○８番（河端芳惠君） 今の関連でお伺いいたしますが、今までは末広にあった１社が請

け負っていたけど、今回、町外も加わったというのは、今回がはじめてですか、今までも



- 8 - 

 

あったんですか。 

○議長（橋本憲治君） 総務課長。 

○総務課長（森谷清和君） それまでは、町内業者だけで見積合わせをやっておりました

けども、今回、１社が辞退したということもございますので、町外業者も含めて見積合わ

せをさせていただいたものでございます。 

○議長（橋本憲治君） ほかにご質疑ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 質疑がないようですので、これをもって質疑を終了いたします。 

 これより、討論を行います。 

 討論ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 討論がないようですので、これをもって討論を終了いたします。 

 これより、議案第５４号の採決を行います。 

 本案を原案のとおり承認することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 

    ◎議案第５０号 

○議長（橋本憲治君） 次に、日程第４、議案第５０号 議会の議員の議員報酬及び費用

弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

 提出者からの提案理由の説明を求めます。議案書１３ページでございます。 

 ７番、工藤弘喜君。 

○７番（工藤弘喜君） それでは、ただいま議長のお許しをいただきましたので、議会の

議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての提案

理由をご説明をいたします。 

 議案書の１３ページをお開きください。 

 これは議員提案であります。 

 議案第５０号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条

例の制定についてであります。 

 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３１年条例第３１号）の一部

を改正する条例を次のように制定しようとするものであります。 

 平成２６年１１月２８日提出。 

 本案の提出者は、所管の議会運営委員会でございます。訓子府町議会議員、工藤弘喜、

同じく、余湖龍三、同じく、佐藤静基、同じく、上原豊茂。 

 本年８月７日に国家公務員に対して出された人事院勧告に基づく給与改正法案が今臨時

国会で成立をいたしましたが、本町の議会議員の期末手当については、従来からこの勧告

に準じて改正してきている経過を踏まえ、１０月２９日の全員協議会において協議を行い、

最終的には１１月１７日の全員協議会で決定をし、この条例案を提案させていただくもの

であります。 
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 それでは、記以下について、ご説明をいたします。 

 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例。 

 改正の内容につきましては、次のページに新旧対照表を掲載しておりますので、ご覧を

いただきたいと思います。 

 表の右側が現行であり、左側が今回の改正案でありまして、改正箇所には下線を引いて

あります。 

 なお、内容の説明につきましては、下段にあります期末手当改正概要にて、ご説明をい

たします。 

 まず、第１条でありますが、本年１２月に支給される期末手当を現行の２．０５カ月か

ら２．２カ月とし、年間の支給月を０．１５カ月プラスして、４．１カ月とするものであ

ります。 

 なお、これにつきましては、平成２６年度限りの措置であります。 

 また、第２条では、その下段にあります第２条ですが、平成２７年度以降に支給される

分についてでありますが、６月期に支給される期末手当を現行の１．９カ月から１．９７

５カ月とし、１２月期に支給される期末手当を現行の２．０５カ月から２．１２５カ月と

し、年間の支給月数を２６年度と同様、０．１５カ月プラスをし、４．１カ月とするもの

であります。 

 次に、１３ページに戻りまして、附則でありますけども、この条例は、公布の日から施

行するものといたしますが、ただし、第２条の規定につきましては、平成２７年４月１日

から施行するものでございます。 

 以上、議案第５０号について、提案理由の説明をさせていただきました。ご審議の上、

ご決定いただきますようお願いを申し上げます。 

 以上であります。 

○議長（橋本憲治君） 提案理由の説明が終わりました。 

 これより、質疑を行います。１人３回まで質疑が行えます。 

 ご質疑ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 質疑がないようですので、これをもって質疑を終了いたします。 

 これより、討論を行います。 

 討論ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 討論がないようですので、これをもって討論を終了いたします。 

 これより、議案第５０号の採決を行います。 

 本案を原案のとおり決定することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第５１号、議案第５２号、議案第５３号、議案第４８号、 

     議案第４９号 
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○議長（橋本憲治君） この際、日程第５、議案第５１号、日程第６、議案第５２号、日

程第７、議案第５３号、日程第８、議案第４８号、日程第９、議案第４９号は、関連する

議案ですので一括議題といたします。 

 各案に対する提出者からの提案理由の説明を求めます。 

 まず、議案第５１号 町長、副町長及び教育委員会の教育長の給与等に関する条例の一

部を改正する条例の制定についての提案理由の説明を求めます。議案書１５ページでござ

います。 

 総務課長。 

○総務課長（森谷清和君） 議案第５１号の提案理由の説明をさせていただきますので、

議案書の１５ページをお開きいただきたいと思います。 

 議案第５１号 町長、副町長及び教育委員会の教育長の給与等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について。 

 町長、副町長及び教育委員会の教育長の給与等に関する条例（昭和２５年条例第１５号）

の一部を改正する条例を次のように制定しようとするものでございます。 

 今回の改正は、人事院勧告に基づきます国家公務員の給与改定が行われたことに伴いま

して、これまで同様、国家公務員に準じて特別職の給与改定を行ってきた経緯を踏まえま

して、期末手当の支給率を月数に置き換えますと年間３．９５カ月から４．１カ月へ０．

１５カ月引き上げるものでございます。 

 記以下に改正条文が載っておりますが、第１条は、本年１２月期の期末手当の支給率の

改正、第２条は、平成２７年度以降の６月期と１２月期のそれぞれの期末手当の支給率を

改正するものでございます。 

 次の１６ページに新旧対照表、その下にさらに整理したものを期末手当改正概要として

表にまとめてございますので、ご覧いただきたいと思います。 

 表の左にある第１条、第２条というのは、今回の改正条例の条のことでございますけど

も、現行欄の下には、平成２６年度、平成２７年度以降の支給率を支給月数に置き換え、

それぞれ記載してございます。 

 平成２６年度は、既に６月期の期末手当を支給済みでございますので、現行の１２月期

の支給月数２．０５カ月に今回引き上げとなる０．１５カ月を加えて２．２カ月に、平成

２７年度以降につきましては、年間の引き上げ分０．１５カ月のうち、０．０７５カ月分

をそれぞれ配分し、６月期では１．９７５カ月、１２月期では２．１２５カ月と改正する

ものでございます。 

 前の１５ページに戻っていただきまして、附則をご覧いただきたいと思いますが、施行

期日につきましては、第１条が、公布の日から、第２条は、平成２７年４月１日から施行

することとしております。 

 以上、議案第５１号の提案理由の説明をさせていただきました。ご審議の上、ご決定い

ただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（橋本憲治君） 次に、議案第５２号 職員の給与に関する条例等の一部を改正す

る条例の制定についての提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（森谷清和君） 引き続き、議案書の１７ページをご覧いただきたいと思いま
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す。 

 議案第５２号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について。 

 職員の給与に関する条例（昭和２６年条例第３号）等の一部を改正する条例を次のよう

に制定しようとするものでございます。 

 今回の改正につきましては、本町の場合、独自の人事委員会がございませんので、これ

まで国家公務員の給与規定に準じて給与制度を定めておりますが、本年８月７日の人事院

勧告に基づき、国家公務員の給与改定がなされたことから、条例改正するものでございま

す。また、これに加えまして、来年度以降の給与水準の適正化も見据えた中で、現行制度

の一部見直しを行おうとするものでございます。 

 １８ページから２２ページにかけまして改正条例を、２３ページには期末・勤勉手当と

通勤手当の改正内容を整理した概要表、２４ページから２９ページまでは新旧対照表を載

せておりますが、改正内容説明の際にそれぞれご覧いただきたいと思います。 

 改正条例につきましては、施行期日の違い、過去に行った一部改正条例の附則の改正が

ございまして、３条で構成しております。 

 まず、第１条では、人事院勧告に基づく、通勤手当、勤勉手当関係、給料表の改定、そ

れと人事院勧告以外では、地方公務員法に規定の給与の根本基準であります職務給の厳格

化による級別職務分類表の改正について規定しております。 

 はじめに通勤手当の額の改正でございますが、２３ページの一番下の通勤手当改正概要

をご覧いただきたいと思います。表には距離区分ごとに、改正後と改正前の比較したもの

を掲載しております。距離区分に応じまして、１００円から７，１００円まで引き上げ改

定を行い、本年４月１日に遡及
そきゅう

して適用することとしております。 

 次に、勤勉手当支給率の改正でございますが、同じく２３ページの上の二つの表に支給

月数に置き換えて改正内容をまとめております。 

 一般職員では、年間支給月数を０．１５月、再任用職員については、０．０５月引き上

げることとし、改正条例第１条には平成２６年度分について規定しており、年間引き上げ

分を１２月期に支給、第２条では、平成２７年度以降について規定しておりまして、年間

引き上げ分を６月期と１２月期の勤勉手当が均等となるよう配分することとしております。 

 次に、勤勉手当総額に関する規定でございますが、２５ページの新旧対照表をご覧いた

だきたいと思いますが、第１６条第２項第１号及び第２号、それから下のほうにいきまし

て附則第１３項の下線部分でございますが、勤勉手当の支給率を改正することに伴い改正

するものでございます。これにつきましては、第２条におきましても勤勉手当支給率の改

正がございますので、支給率に応じて同様の改正を行うこととしております。 

 次に、給料表でございますが、２０ページから２２ページまでの別表第１のとおり改正

するもので、これにつきましても本年４月１日に遡及
そきゅう

して適用するものでございます。 

 次に、本年の人事院勧告以外の改正でありますが、２６ページの新旧対照表をご覧いた

だきたいと思います。 

 地方公務員法では、職務給を職員の給与の根本基準と規定しておりまして、町の条例で

は、職員の職務は、給料表の１級から６級まで級別の標準的な職務を定めた、ここに載っ

ております別表第２の級別職務分類表で定める職務の区分に従い決定することとなってお

りますが、国家公務員の基準を基に一部見直すこととし、今回改正するものでございます。 
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 具体的には、現行欄の表の３級の欄をご覧いただきたいと思いますが、係長、主査及び

主任の職務を係長等として同じ職務としておりましたが、改正案の３級の欄をご覧いただ

きたいと思いますが、係長及び主査の職務を係長等とし、主任を別区分とするものでござ

います。４級の欄をご覧いただきたいと思いますが、現行では主任も係長等に含まれてお

りましたので、４級昇格がございましたが、改正案では、主任は除かれるということにな

ります。 

 次に、第２条でございます。 

 第２条では、先ほど説明いたしました平成２７年度以降の勤勉手当関連の改正のほかに、

本年の人事院勧告に基づく２点の改正がございます。 

 １点目でございますが、２７ページの新旧対照表をご覧いただきたいと思います。 

 表の中段の第２０条の２では、管理職員特別勤務手当について規定しておりますが、現

行制度では、管理職が週休日等に勤務した場合のみ管理職員特別勤務手当が支給されるこ

ととなっておりますが、平日深夜に及ぶ長時間勤務を行っている実態があるということか

ら、平成２７年４月１日以降は、災害への対処その他臨時又は緊急の必要により、やむを

得ず平日の深夜０時から午前５時までの間に勤務した場合については、勤務１回につき、

６千円を超えない範囲内で、規則で定める額の管理職員特別勤務手当を支給する旨、改正

するものでございます。 

 ２点目でございますが、２８ページの新旧対照表をご覧ください。 

 現行の上から６行目からの附則第９項では、６級職の５５歳を超える職員に対する給料

等の１．５％減額支給措置について規定されております。５５歳を超える職員の給料表の

水準が給料表の改定等により抑制されておりますので、現行では当分の間ということにな

っておりましたが、これを平成３０年３月３１日までの間と終期を設定するものでござい

ます。 

 次に、１９ページに戻っていただきまして、第３条でございますが、職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例（平成１８年条例第２号）の一部を改正するものでございま

す。 

 またちょっと飛びますが、２９ページの新旧対照表をご覧いただきたいと思います。 

 当該条例の附則第７項では、平成１８年４月からの給与構造の改正に伴いまして、給料

の切替えに伴う経過措置として、切替日の前日に受けていた給料月額を保障する、いわゆ

る現給保障制度がございますが、今回給料表が改定となり、給与水準が見直され、制度を

継続することは職員間の均衡を欠くこととなるため、平成２６年１２月３１日をもって廃

止することとして改正するものでございます。 

 議案書の１９ページに戻っていただきまして、附則をご覧いただきたいと思いますが、

第１条第１項では施行期日、同条第２項では適用日、第２条では適用日前の異動者の号俸

の調整を規定しております。なお、第２条については、本町には該当者はございません。 

 それから第３条では、給与の内払いを規定し、今回の改正で、給料及び通勤手当につい

ては４月に遡及
そきゅう

して適用いたしますが、改正前に支給された給与については内払いとみな

すこととしております。 

 第４条では、適用日から施行日までの間における給料月額の特例措置を規定しており、

改正前の給料表で受けた給料月額が、４月に 遡
さかのぼ

る改正後の給料表の給料月額に達しない場
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合については、４月から１１月までの給料月額は改正前の給料表を適用するということを

規定しております。 

 第５条は、条例施行に関しての規則への委任について規定しております。 

 以上、議案第５２号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、

提案理由の説明をさせていただきました。ご審議の上、ご決定いただきますようよろしく

お願い申し上げます。 

○議長（橋本憲治君） 次に、議案第５３号 職員の給与の特例に関する条例を廃止する

条例の制定についての提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（森谷清和君） 議案書の３０ページをご覧ください。 

 議案第５３号 職員の給与の特例に関する条例を廃止する条例の制定について。 

 職員の給与の特例に関する条例（平成２３年条例第５号）を廃止する条例を次のように

制定しようとするものでございます。 

 職員の給与の特例に関する条例につきましては、平成２３年４月１日から平成２７年３

月３１日までの間、職員の給料月額を２％削減することを規定しておりますが、議案第５

２号の職員の給与に関する条例等の改正により、級別職務分類表の見直し及び給与構造見

直し時の現給保障制度の廃止など、平成２７年１月１日以降、給与の水準の適正化に取り

組むこととしております。 

 このため、現行の本俸２％削減措置につきましては、本年１２月３１日をもって廃止し

ようとするものでございます。 

 記以下に条文を掲載しております。 

 職員の給与の特例に関する条例を廃止する条例。 

 職員の給与の特例に関する条例（平成２３年条例第５号）は、廃止する。 

 附則にございますように、この条例は、平成２７年１月１日から施行することとしてお

ります。 

 以上、議案第５３号 職員の給与の特例に関する条例を廃止する条例の制定について、

提案理由の説明をさせていただきました。ご審議の上、ご決定いただきますようよろしく

お願いいたします。 

○議長（橋本憲治君） 次に、議案第４８号 平成２６年度訓子府町一般会計補正予算（第

７号）についての提案理由の説明を求めます。議案書１ページでございます。 

 副町長。 

○副町長（佐藤明美君） 議案書の１ページになります。 

 まず最初に、今回の補正予算の基となります関連条例の説明を前段で今、説明させてい

ただきましたけども、今回の補正予算では、予算科目の区分で不足する期末手当及び勤勉

手当の分のみを提案させていただいております。 

 また、率につきましては、条例改正のところで説明しましたように議員及び特別職３人

は期末手当の部分で率の調整をさせていただいた。職員につきましては勤勉手当のところ

で調整させていただくということになります。 

 なお、残りの給与改定に伴いまして、これに付随する給料の分とか共済費、負担金等に

つきましては、３月予算の中の整理予算の中で整理させていただきたいと思いますので、
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ご理解をお願いしたいと思います。 

 それでは、１ページの議案書の説明に入らせていただきます。 

 議案第４８号 平成２６年度訓子府町一般会計補正予算（第７号）の説明を申し上げま

す。 

 まず、第１条では、歳入歳出それぞれ５０８万円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞ

れ４２億８，２６６万円とするものでございます。 

 第２項では、今回の補正にかかる款項の区分ごとの金額等につきましてですけども、次

のページの第１表のとおりでございますけども、これは後でご覧いただくことにいたしま

して、この後の３ページ以降の事項別明細書の中で説明させていただきたいと思っており

ます。 

 それでは、事項別明細書の説明になりますけれども、まず歳出の方から説明させていた

だきますので、４ページをお開き願いたいと思います。 

 それでは、１款、議会費、１項、１目の事業区分、議員人件費では、１２月分の期末手

当の支給割合を２．０５カ月から２．２０カ月に０．１５カ月分を増額するというもので、

１０人分の２９万７千円を職員手当等として追加するとういうものでございます。 

 次に、真ん中の表になりますけども、９款、消防費、１項、１目の消防組合費の事業区

分、北見地区消防組合負担金の詳細につきましては、次のページ、下のページになります

けどもご覧いただきたいと思いますけども、消防組合の予算書は期末手当と勤勉手当が一

緒になっておりますけども、内容は職員の勤勉手当の分ということでご理解いただきたい

と思います。率につきましては０．６７５カ月から０．８２５カ月に０．１５カ月増えた

ということで、１４人分の７２万８千円を職員手当等として追加しております。 

 次に、前のページに戻っていただきまして、今度は一番下の表になりますけれども、１

３款、給与費、１項、１目の事業区分、職員給与費では、特別職３名の期末手当０．１５

カ月分の増額、２６万３千円の追加、それと職員８８名の勤勉手当０．１５カ月分の増額

３７９万２千円、合計で４０５万５千円を職員手当等として追加するというものでござい

ます。 

 なお、これによりまして、６ページ、７ページの給与費明細書も変更になっております

けれども、これは後でご覧いただきたいと思っております。 

 次に、前のページに戻っていただきまして、３ページですね、歳入になります。 

 １８款、繰越金、１項、１目の繰越金につきましては、これは今回の補正の財源調整と

して５０８万円を追加するというものでございます。 

 以上、平成２６年度訓子府町一般会計補正予算（第７号）の内容について、説明をさせ

ていただきましたので、ご審議の上、ご決定のほどよろしくお願い申し上げます。 

 以上です。 

○議長（橋本憲治君） 次に、議案第４９号 平成２６年度訓子府町水道事業会計補正予

算（第２号）についての提案理由の説明を求めます。議案書８ページです。 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（遠藤琢磨君） 議案書８ページでございます。 

 議案第４９号 平成２６年度訓子府町水道事業会計補正予算（第２号）について、その

提案説明をさせていただきます。 
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 まず、第２条で、平成２６年度水道事業会計予算の第３条に定めた収益的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正するものでございます。 

 収益的支出で、営業費用を２２万３千円増額し、支出の総額を１億６，０３２万１千円

とするものであります。 

 次に、第３条では、予算第７条に定めた経費の職員給与費を２２万３千円増額し、総額

３，０２７万２千円とするものでございます。 

 次の９ページ、水道事業会計予算実施計画説明書でありますが、これは一般会計の事項

別明細書にあたるものでございますので、内容の説明をさせていただきます。 

 （１）収益的収入及び支出でありますが、収益的支出の内、１款、１項、営業費用の３

目、総係費につきまして、手当の２２万３千円の追加につきましては、一般会計と同様、

人事院勧告に基づき、１２月支給分の勤勉手当の支給率が０．６７５カ月から０．８２５

カ月に改正になったことによりまして、職員４名分の勤勉手当２２万３千円を追加するも

のであります。  

 次に、１０ページの平成２６年度訓子府町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

につきましては、活動ごとの、一会計期間の現金の流れを見るための報告書でございます

が、今回の補正に伴いまして、第１回補正後と比べまして、Ⅰ業務活動の内、当年度純利

益で２２万３千円減額し、Ⅳの資金増加額が同じく２２万３千円減の１，００５万１千円

となります。Ⅵの資金期末残高も同じく２２万３千円減の３億７，９８０万円となってご

ざいます。 

 １１ページから１２ページの給与費明細書につきましては、一般会計に準じて作成して

おり、その中で２として今回の補正に伴います給料及び手当の増減額の明細を記載してお

ります。後ほどご覧いただくこととし説明は省略させていただきます。 

 以上、平成２６年度訓子府町水道事業会計補正予算（第２号）について、その提案説明

をさせていただきましたが、ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（橋本憲治君） 以上で、提案理由の説明が終わりました。 

 これより、一括議題の議案第５１号、議案第５２号、議案第５３号、議案第４８号、議

案第４９号の質疑に入ります。 

 一括議題の質疑にあたりましては、議事進行上、会議規則第５５条ただし書きを適用し、

議長が指定した議案ごとに１人につき２回まで質疑することを許します。 

 まず、最初に、議案第５１号の質疑を許します。議案書１５ページでございます。 

 ご質疑ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 質疑がないようですので、議案第５１号の質疑を終了いたします。 

 次に、議案第５２号の質疑を許します。議案書１７ページでございます。 

 ご質疑ございませんか。 

 ７番、工藤弘喜君。 

○７番（工藤弘喜君） ７番、工藤です。議案第５２号に対する質疑ということなのです

が、この職員の給与に関する条例の一部を改正する条例については、今、課長から説明を

いただいたわけなんですが、説明を聞いていましても非常に今回の人事院の勧告とその対
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応ということからくるものだと思うんですけれども、私もそうなんですが、対町民にして

も非常にちょっとわかりずらい部分というか、理解がどこまでいただけるのかな、その内

容の中身が、ポイントを明らかにしたほうがわかりやすい部分が、理解を得られやすいん

じゃないかなというふうにちょっと思っていたところです。これは全員協議会の中でもち

ょっとご説明いただいたわけではありますけれども、やはりそういう部分というのは、必

要になってこないかなということなんですが、そういう観点から一つは、質問というかた

ちだけではないんですが、ちょっと申し訳ないんですが、一つのポイントとして１点目は

２６年度にかかわる対応ということで１点目があるというふうにとらえてよろしいんでし

ょうか。例えば、４月１日に遡及
そきゅう

して、いわゆる給与を上げていくという部分、２％でし

たか、何％か上がっていくと。その上がっていく部分が、いわゆる若年層に配慮した中で、

今回の勧告の一つは若い職員の人たちの給与を少しでも上げていかなきゃいけないという

対応として１点目があるのかなというふうに思ったんでありますけれども、そういうかた

ちでの給与改定というふうにとらえていいのかという問題が１点です。 

 それともう一つは、来年度以降の給与改定、いわゆる来年度以降の給与制度の見直しと、

いわゆる総合的見直しという部分が２点目のポイントというふうにとらえていいのかな。

それは上げるというのではなくて、給与水準を平均２％引き下げていくんだという、それ

が一つのポイントになっている今回の提案なのかなというふうに思うんですが、抱き合わ

せで、こうきているような気がするんですが、そこら辺をもう少しわかりやすく、それが

実際どうなっているのかも含めて、ちょっとお聞きしたいんです。 

 それともう一つ、総合的な見直しの中で、２７年度以降から該当になる部分についてい

けば、例えば先ほど説明がありました何ていうのか、激変緩和措置みたいな、先ほどの説

明の中にあった新旧の経過の中で、経過措置というのがありましたですよね。２８ページ

の改正案の中で平成３０年３月３１日までの間という条文、これはどういう意味を持って

現実的にどう本町の場合出てくるのか、数字として出てくるのか、この部分がどういうふ

うなことになっているのかというふうに、これだけ見ていてもちょっとわかりづらいんで

す。それで、それをちょっとお聞かせ願いたいなと思います。何点かちょっとあるんです

けれども、とりあえずそういうことで、最初のポイントが今回の改正のポイントがどこに

あるのか、給与が上がっていく部分と来年度以降の見直しとして、総合的な見直しで下が

る方向にある部分と二つがあるような気がするんですが、その辺をやはり明らかにして、

そこに問題点がないのかどうかということもやはりわかりやすくしたほうがいいのかなと

いうふうに、説明の中ではあってもいいのかなというふうに思いますので、その辺とそれ

に付随してもう１点が猶予期間といいますか、そういうことが一体どういうふうなことに

なっていくのかというのがちょっと理解できなかったんで、実際どういうふうにそれが効

力を発揮することになるのかも、あわせてちょっと説明をお願いします。 

○議長（橋本憲治君） 総務課長。 

○総務課長（森谷清和君） 今回の改正につきましては、大きく７点ほどありまして、ま

ず、通勤手当、それから勤勉手当、それから給料表の改定、それから管理職員特別勤務手

当の改正、それから先ほど経過措置といわれました６級職で５５歳に到達した者について

は、１．５％今減額しているんですけれども、これについての改正、これが人事院勧告に

基づく改正でございます。あと級別職務分類表の見直し、それから平成１８年の給与構造
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改革が行われたときの、それ以来、経過措置として行われていました現給保障制度、以上

の７点が改正ということになっております。給料表のほうにつきましては、給与の総合的

な見直し、今回出されました勧告の中にあります総合的な見直し部分は、今回含まれてお

りません。これにつきましては今回、勧告は大きく２つに分かれていまして、例えばそう

いう４月に 遡
さかのぼ

る部分と、それから来年４月以降の給料の総合的な見直しというふうに大き

く分かれていますけれども、前段の部分の４月に 遡
さかのぼ

っての給料表の改定ということになっ

ています。これにつきましては、ご存じのとおり人事院勧告につきましては、民間の賃金

との比較を行って勧告のほうが出されております。４月から民間との格差の部分について、

４月に 遡
さかのぼ

って埋めるというかたちで４月に遡及
そきゅう

するというかたちになっております。 

 それから、ただいま申し上げましたように、２点目でご質問ありました来年度以降の総

合的な見直し部分につきましては、給料表につきましては、まだ現在、職員組合等とも協

議中でございますので、それにつきましては、今回含まれておりません。 

 それと先ほど申し上げました平成３０年３月３１日までと終期を設定する今回の経過措

置の部分でございますけれども、現在６級で５５歳を超えている職員については、給料月

額１．５％減額して支給されております。これが今まで当分の間ということだったもので

すから、期限が決まっていなかったんですけれども、これについては、５５歳以上の高齢

層の職員の給料の抑制がされているということで、これについては、今後、総合的な見直

し部分も含めた中で、平成３０年３月３１日までという３年間の猶予期間を設けたかたち

での措置ということで、今回、終期のほうを設定させていただいております。 

○議長（橋本憲治君） ほかにご質疑ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 質疑がないようですので、議案第５２号の質疑を終了いたします。 

 次に、議案第５３号の質疑を許します。議案書３０ページでございます。 

 ご質疑ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 質疑がないようですので、議案第５３号の質疑を終了いたします。 

 次に、議案第４８号の質疑を許します。議案書１ページでございます。 

 ご質疑ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 質疑がないようですので、議案第４８号の質疑を終了いたします。 

 次に、議案第４９号の質疑を許します。 

 ご質疑ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 質疑がないようですので、議案第４９号の質疑を終了いたします。 

 以上をもって、質疑を終了いたします。 

 これより、一括議題の討論を行います。 

 討論にあたっては、議案番号を指定してから討論願います。 

 まず、各案に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 次に、各案に対する賛成討論の発言を許します。 
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（「なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 討論がないようですので、これをもって討論を終了いたします。 

 これより、一括議題の議案第５１号、議案第５２号、議案第５３号、議案第４８号、議

案第４９号の採決を行います。 

 討論のなかった案件については、一括採決をいたします。 

 議案第５１号、議案第５２号、議案第５３号、議案第４８号、議案第４９号は、原案の

とおり決定することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第５１号、議案第５２号、議案第５３号、議案第４８号、議案第４９号は、

原案のとおり可決されました。 

 

    ◎閉会の宣言 

○議長（橋本憲治君） 以上をもって、本臨時会に付議された案件の審議は全部終了いた

しました。 

 これにて、平成２６年第４回訓子府町議会臨時会を閉会いたします。 

 本日は、大変ご苦労様でございました。 

 

 

閉会 午前１０時３５分 


